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精華町上下水道料金システム構築業務委託

公募型プロポーザル方式実施要領

１ 趣旨

この要領は、本町の上下水道料金システム構築業務を委託するにあたり、最も優れた事業者

を選定するための公募型プロポーザル方式 （以下「 プロポーザル方式」という。） の実施に

必要な事項等を定めるものである。

２ 委託業務概要

⑴ 業務名

精華町上下水道料金システム構築業務

⑵ 業務内容

別紙「精華町上下水道料金システム構築業務委託仕様書」のとおり

⑶ 履行場所

精華町上下水道部事務所、その他本町が指定する場所

⑷ 履行期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

⑸ 提案上限額

本業務委託に係る見積書を提出する際は、以下の金額を超えてはならない。なお、以下の

金額は契約時の予定価格ではなく、企画内容の規模を示すものである。

ア システム構築費用上限額（イニシャル費用）

５０，８２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

※令和９年３月３１日までの保守管理費を含む。

イ システム運用等費用上限額（ランニング費用）

（令和９年４月～令和１４年３月（６０か月））

２１，３００，０００円（３５５，０００円／月）（消費税及び地方消費税を含む。）

※システム運用等費用については、選定を行う上で評価対象とするので見積書を提示す

ること。システム構築後に本業務受託者と別途協議の上での契約とする。なお、提案

時の金額での契約を保証するものではなく、原則として、費用の増加については正当

な理由がない限り認めない。ただし、令和９年度以降、消費税の税率に変更があった

場合には別途協議により対応する。

３ 担当部署及び問い合わせ先

〒6１9-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田１４番地１

精華町上下水道部経理営業課

電話 0774-94-2049 FAX 0774-93-1243

メールアドレス keirieigyo@town.seika.lg.jp
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４ 参加者の構成

参加者の構成等は次のとおりとする。

⑴ 参加者は、単体企業又は複数の企業により構成される共同企業体とする。

⑵ 共同企業体を構成する場合には、構成企業（以下「構成員」という。）の数は２者とする。

⑶ 共同企業体は、構成員２者の内、施工能力の大きい者を代表企業として定め、代表企業は、

各構成員の企業名及び業務種別を明確にし、プロポーザル参加表明関係書類を提出するなど

の申請手続きを行うこと。

５ 参加資格要件

本プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者であること。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者

でないこと。

⑵ 本プロポーザル方式の公告の日において、精華町物品役務競争入札参加資格者であるこ

と。

⑶ 本プロポーザル方式の公告の日から提案者の選定の日までの期間に、精華町又は京都府

の指名停止措置を受けていない者であること。

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっ

ては更生計画の認可がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

く再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。

⑸ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触す

る行為を行っていない者であること。

⑹ 精華町暴力団排除条例（平成２３年精華町条例第３０号）第２条第４号に規定する暴力団

員等でないこと。

⑺ 本プロポーザル方式で提案する上下水道料金システムについて構築及び保守管理業務の

実務経験を有する者を配置できること。

⑻ 本町と同規模以上の水道事業体において、元請けとして、本プロポーザル方式で提案する

パッケージによる上下水道料金システムの構築並びに運用及び保守業務を受注した実績が

あること。なお、参加者が共同企業体の場合は、構成員のうち代表企業が単体で本要件を満

たすこと。

⑼ 京都府内の３団体以上の水道事業体において導入が完了されており、かつ現在も稼働し

ている実績を有するシステムを本プロポーザル方式で提案する者であること。

⑽ 水道情報活用システムに対応した本業務システムの提供が可能であること。

⑾ 障害発生時に、早急に原因調査及び復旧作業を実施できるように、一報を受けて即座に対

応ができる体制が確保できること。

⑿ 個人情報保護の体制が整備されており、本委託業務に関わる再委託先、協力会社他すべて

の事業者が以下の公的な認証を取得していること。

プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC2700１）
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６ 提案採否決定までの日程

※ 上記日程は予定であり、変更となる可能性があることに留意すること。

７ 実施要領等関係書類の入手方法

本プロポーザル方式に関する仕様書、実施要領、様式等については、精華町ホームページか

ら入手すること。

８ 参加表明関係書類の提出

⑴ 提出書類

ア 公募型プロポーザル参加表明書（様式１又は様式２） １部

※共同企業体で参加する場合は様式２を利用して

参加表明書を作成し、併せて以下を添付のこと。

①共同企業体協定書（【参考】様式３） １部

②委任状（共同企業体用）（様式４） １部

イ 精華町物品役務競争入札参加資格審査申請受付書の写し （各）１部

※電子申請サイトからダウンロードしたもの

※共同企業体で参加の場合は各構成員のもの

ウ 会社概要パンフレット

※共同企業体で参加の場合は各構成員のもの （各）７部

エ 提案上下水道料金システムの府内稼働実績（様式５） １部

⑵ 提出方法

持参又は郵送

※持参の場合は 午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時を除く。）

手続等 提出期限・日程等

実施要領の公表 令和８年４月１５日（水）

参加表明書の提出
令和８年４月２０日（月）から

令和８年４月２２日（水）まで

参加資格確認通知 令和８年４月３０日（木）

質疑の受付・回答
受付：令和８年４月２２日（水）まで

回答：令和８年４月３０日（木）

提案書提出 令和８年５月１９日（火）まで

プレゼンテーション・ヒアリングの実施 令和８年５月２８日（木）（予定）

評価結果の通知 令和８年６月上旬
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※郵送の場合は、送付記録が残る方法で提出期間内に必着のこと。

⑶ 提出期間

令和８年４月２０日（月）～４月２２日（水）午後５時

⑷ 提出先

本要領「３ 担当部署及び問い合わせ先」とする。

⑸ 提案資格確認結果

参加表明書提出者に対し、提案資格確認結果を通知する。通知は令和８年４月３０日（木）

（予定）に電子メール及び書面（郵送）により行う。

⑹ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を届け出るものとする。

９ 質問及び回答

⑴ 受付期間

実施要領の公表日～令和８年４月２２日（水）午後５時まで【必着】

⑵ 提出方法

本実施要領及び仕様書等に関して質問がある場合は、質問内容を質問書（様式６）に簡潔

に記載して、⑴の受付期間内に本要領「３ 担当部署及び問い合わせ先」に電子メールで提

出すること。メール送信後、提出先に電話で到達確認をすること。

⑶ 回答方法

質問に対する回答は、令和８年４月３０日（木）（予定）に参加表明書提出者（質疑回答

日までに辞退届を提出した者を除く）へ電子メールにより行う。

１０ 企画提案書類の提出

⑴ 提出書類及び媒体

ア及びウ原本には記名押印（代表者印）をすること。

ア 企画提案書 ９部（紙媒体：原本１部、複写８部）

イ システム機能要件確認書（様式７） ８部（紙媒体：８部）

ウ 価格提案書（見積書） ９部（紙媒体：原本１部、複写８部）

エ 上記書類一式の電子データ １枚（電子媒体：ＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）

※ システム機能要件確認書は Excel ファイル、それ以外は PDF ファイルとする。媒体の

表面に業務名・会社名を記載すること（シール貼付可。）。

オ 提案システムに係る運用マニュアル １部（紙媒体：1部）

１枚（電子媒体：ＣＤ―Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）

⑵ 提出方法

持参又は郵送

※持参の場合は 午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後１時を除く。）

※郵送の場合は、送付記録が残る方法で提出期限までに必着のこと。

⑶ 提出期限

令和８年５月１９日（火）

※提出期限後に到着した書類は無効とする。郵送の場合、不達、遅配を原因として参加事
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業者に不利益が生じたとしても、本町はその責任を負わない。

⑷ 提出先

本要領「３ 担当部署及び問い合わせ先」とする。

⑸ 提出書類の取扱い

ア 本プロポーザル方式のために提出を受けた書類については、契約の相手方候補者（以下

「受託候補者」という。）の選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書開示請求が

あった場合など、法令又は条例の規定により開示が必要となった場合には当該関係法令等

の規定に基づき取り扱う。

イ 提出されたすべての書類は返却しない。

ウ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。また、企画提案書等に特許権、実用新案

権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の利権の対象となっ

ているものを使用した結果生じた責任については、すべて参加事業者が負うものとする。

エ 提出後の差替、訂正、再提出は認めない。ただし、本町が指示をした場合を除く。

オ 提出後、会社及び技術者の業務実績等を確認するためその他の理由により本町が必要

と認める場合には、追加資料の提出を求めることがある。

１１ 企画提案書作成要領

⑴ 記載項目及び内容

以下の記載項目ごとに、記載内容欄の内容を踏まえて作成すること。記載項目の前には項

目番号を付すこと。

区分 項目番号 記載項目 記載内容

1 会社概要

１－１ 会社概要 会社の規模、財務、経営状況について

１－２ 公的認証の取得状況
プライバシーマーク、情報セキュリティー

マネジメントシステムの取得状況

１－３ 導入実績

上下水道料金システムの開発・導入実績、

水道標準プラットフォームの受注件数及び

概要

2 提案システム

２－１ 提案システムの概要

カスタマイズの回避に関する工夫

ユーザの要望への対応、導入後の機能強化

２－２ 提案システムの特徴

画面構成（具体的なイメージ図を添付）

操作性、入力ミスや入力漏れ防止対策

作業の効率化・利便性向上・各帳票作成に

係る処理速度向上への対応

帳票のレイアウト・文言変更等の修正
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3
セキュリティ

対策

３－１ セキュリティ対策の考え方 組織的な対策、マネジメント方法等

３－２
システムにおけるセキュリテ

ィ対策

アクセス権限

システム・端末操作ログ

4 システム構築

４－１
システム構築体制・メンバー

構成

システム構築時の人員体制、業務管理（品

質・進捗・問題把握）体制

担当者の技術・構築経験等

４－２ 構築スケジュール

具体的な構築スケジュール（各作業項目別

に図示すること、当町職員が行う作業の内

容、時期、作業量、打ち合わせについても

記載のこと）

４－３ データ移行 データ移行方法、検証方法、工程

5 導入支援
５－１ 研修方法 対象、内容、環境、研修メニュー

５－２ 操作マニュアル マニュアルの整備内容

6 運用保守

６－１
運用保守実施体制及び障害発

生時の対応

保守体制図、ヘルプデスクの設置状況、非

営業日の対応、操作・実業務への支援、障

害発生時のルール、復旧に係るフロー図

６－２
制度改正及びバージョンアッ

プ対応

運用開始後の①全国的な制度改正、②上下

水道料金改定、③ブラウザ等のバージョン

アップ対応についての考え方（パッケージ

対応、保守対応、追加費用での対応等）。

①にあっては改正内容や他事業体・先行事

例に関する情報の提供、システム改修に関

する提案等に係る考え方も併記。

６－３ 費用負担の考え方
保守業務の対象範囲、費用負担が発生する

場合の考え方・判断基準

６－４
次々期システム導入時の移行

対応

次々期システム導入時の対応方針、作業負

担内容、概算費用等

7 特記提案 ７
広域連携、事務の共同化に有

益な提案

ランニングコスト削減に資するサーバーの

共同利用に係る具体的な提案、システムの

共同運用等、広域連携に関する手法の提案
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⑵ 提案書の表紙には、宛名「精華町長」、表題「精華町上下水道料金システム構築業務提案

書」、提出年月日、会社名を記載すること。また、表紙の後に目次を作成すること。

⑶ 用紙はＡ４版、縦置き横書き（左綴じ）両面印刷とすること。ただし、図表等での表現の

都合上、部分的に縦書きになるのは差し支えない。

⑷ 各ページ下中央にページ数を記入し、表紙及び目次を除き全体で５０ページ以内とするこ

と。文字サイズは可能な限り、１１ポイント以上とすること。

⑸ 図面等でやむを得ず日本工業規格Ａ３版を使用する場合は、Ａ４版に折り込んで綴じるこ

と。この場合片面２ページとする。

⑹ 専門知識がない者でも理解できる内容とすること。

⑺ 本事業の趣旨や別に定める仕様書の内容等を踏まえ、必要な事項を漏れなく記載するこ

と。

１２ システム機能要件確認書作成要領

以下に従い作成すること。

① システム機能要件確認書（様式７）を使用すること。

② 行又は列の追加又は削除をしないこと。

③ システム機能要件確認書の対応可否欄には、下表の「選択記号」の中から該当する記号を

選択の上記載し、併せて該当欄に下表の「注意事項」に記載する事項を記載すること。

④ 必須項目欄に「◎」があるものについては対応を必須とするが、どうしても対応ができな

選択

記号
内容 注意事項

Ａ
標準パッケージ又はオプションで対

応可能（パッケージ価格に含む）

Ｂ
カスタマイズで対応可能 カスタマイズ費用を併せて該当欄に記載のこと。

Ｃ

標準パッケージで対応不可だが代替

案を提示可能

代替案を該当欄に記載すること。

他の記号への差し替えが妥当と判断した場合に

は、当該記号に差し替えることがある。

Ｄ
対応不可（必須項目以外） 必須項目の指定がない場合に記載のこと。

Ｆ

対応不可（必須項目） 必須項目の対応ができない場合に記載のこと（大

幅減点又は失格とする可能性あり。）。

8 自由提案 ８ 自由提案
要求仕様、特記提案以外の当町に有益な追

加提案
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いものがあれば「Ｆ」を記載すること。ただし、「Ｆ」の記載は大幅な減点対象とし、総

合的に見て機能要件上致命的と判断した場合には失格とすることがある。

⑤ 「Ｂ」の場合には、「カスタマイズ費用」欄に必要なカスタマイズ費用を消費税込み円単

位で記載すること。なお、カスタマイズ費用の総額については、価格提案書の内、「シス

テム構築費用（イニシャル費用）に係る見積書」の内訳項目「オプション・カスタマイズ

費用」の合計額に消費税を加えた金額に一致させること。

⑥ 「Ｃ」の場合には、「代替案」欄に代替案を記載すること。なお、当町の運用を踏まえ、

他の記号への差し替えが妥当と判断した場合には、当該記号に差し替えることがある。

⑦ 「Ｃ」又は「Ｄ」の回答をしているもので、別にカスタマイズの提案がある場合には、参

考として「自由提案」欄にその内容とカスタマイズ費用を消費税込み円単位で記載のこと。

この費用については、価格提案書の「オプション・カスタマイズ費用」の提示額に含めな

いこと。

⑧ システム機能要件確認書の回答に虚偽があることが発覚した場合には、失格その他のペナ

ルティを科すことになるので充分に注意すること。

１３ 価格提案書（見積書）作成時の留意事項

価格提案書（見積書）はシステム構築費用（イニシャル費用）とシステム運用等費用（ラ

ンニング費用）（５年間）で用紙を分け、以下に従い任意様式にて作成すること。なお、金

額は、システム構築費用又はシステム運用等費用それぞれについて、税抜額、消費税及び地

方消費税額、税込合計額を記載すること。

⑴ システム構築費用（イニシャル費用）に係る見積書

① 宛名「精華町長」、件名「精華町上下水道料金システム構築費用（イニシャル費用）」、

提出年月日、会社名を記載すること。

② 履行期限は令和９年３月３１日とする。

③ 詳細な見積項目として、以下の内訳を示すこと。

ア システム構築費用

（打合せ、セットアップ、マスタ設定、操作研修、並行稼動支援その他必要経費）

イ オプション・カスタマイズ費用

（システム機能要件確認書に従い必要な費用額）

ウ 水道標準プラットフォーム環境構築・利用手続費用

（構築期間中における月額利用料を含めること）

エ ハードウェア・ミドルウェア・ソフトウェア費用

（ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェアごとに内訳を記載すること）

オ その他上記以外でシステム構築に必要な経費

（庁舎内ネットワークに係る工事費用など）

⑵ システム運用等費用（ランニング費用）（５年間）に係る見積書

① 宛名「精華町長」、件名「精華町上下水道料金システム運用等費用（ランニング費

用）」、提出年月日、会社名を記載すること。

② システム運用期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日の間、６０か月
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間とし、月額及び期間の総額（消費税及び地方消費税を含む。）を明記すること。

③ 見積項目として、以下の内訳を示すこと。

ア ソフトウェア利用料

イ ハードウェア・ミドルウェア・ソフトウェア保守費用

（保守パックにて購入できる場合は初期構築費用に含めること。）

ウ 運用保守費用

エ 水道標準プラットフォーム利用料

（当町との契約者別に内訳を記載すること）

オ その他上記以外でシステム運用等に必要な経費

１４ プレゼンテーション・ヒアリング審査

本町の関係課職員で構成する「精華町上下水道料金システム構築業務選定委員会」（以下「選

定委員会」という。）を設置の上、以下によりプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

⑴ 審査内容

①企画提案書等に基づくプレゼンテーション（デモンストレーション含む）

持ち時間５０分以内（準備撤収時間を除く。）

②質疑応答

１５分程度

③機能要件適合性確認デモンストレーション（必要に応じて選定委員会事務局で実施）

１５分程度

⑵ 実施日時

令和８年５月２８日（木）を予定

（確定次第、実施日時及び場所について別途通知）

⑶ 参加者

プレゼンテーション会場への入室は５名以内とする。なお、主たる説明・質疑応答は、原

則として、本業務で配置予定の総括責任者又はプロジェクトマネージャーが行うこと。

⑷ 使用機材等

提案又は説明に際し、必要なパソコン等の機器は参加者にて準備をすること。（プロジェ

クター、スクリーン、延長コードは準備不要。）

⑸ デモンストレーション

上記⑴①におけるデモンストレーションは、提案システムの業務メニューの操作につい

て、提案システムを用いて実施すること。ただし、以下の項目を必須とする。

項目番号 実施項目 実施詳細

９－１

使用者検索・使用者情報

電話受付時等、使用者を容易に特定できるような

検索方法となっているか。

９－２

主画面において、使用者の情報を画面の切替を行

うことなく、効率的に把握できるような構成とな

っているか。
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１５ 審査及び評価等

審査及び評価並びに受託候補者の選定は、選定委員会が以下により実施する。

⑴ 評価区分及び配点

⑵ 評価基準

選定委員会が別に定める（非公開）。

⑶ 採点方式

委員１名につき 1,000 点を配点し、委員４名分合計 4,000 点満点で採点する。

⑷ 受託候補者の選定

提案者のうち、⑶に定める評価点が最も高い者を受託候補者として選定する。なお、選定

委員会における審査及び評価については非公開とし、審査内容に関する問い合わせには応じ

ない。

⑸ 評価結果の通知

受託候補者選定後、提案書提出者全員に対して結果を文書で通知する。なお、審査の経緯

及び結果についての異議の申し立ては受け付けない。

１０ 定期検針業務関係
定期検針データの作成等、容易に操作しやすいも

のとなっているか。

１１－１

収納滞納整理業務関係

各使用者使用者画面において未納額が調定月別、

水道・下水道別に把握できるか。自動計算その他

により未納額を把握しやすい工夫がされている

か。

１１－２

銀行窓口、口座振替での収納の仮消込及び本消込

の処理方法は容易に操作しやすいものとなって

いるか。

１２ ｅｌＴＡＸ連携機能
ｅｌＴＡＸを利用した収納への対応は、スムーズ

にできる内容となっているか。

評価区分 配点

企画提案書 300 点

システム機能要件確認書 300 点

プレゼンテーション 150 点

価格提案書（イニシャル費用） 100 点

価格提案書（ランニング費用） 150 点

合計 1,000 点
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１６ 契約の締結

⑴ 受託候補者と精華町とで、業務仕様及び経費等について協議の上、随意契約により契約を

締結する。

⑵ 受託候補者が本要領「１７ 失格」の事由に該当するとき又は特別な事情により契約が不

可能な場合には、評価結果が次順位の者を受託候補者とする。

⑶ 受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければな

らない。ただし、精華町契約規則（平成１５年規則第２８号）第１５条の３第１項各号のい

ずれかに該当する場合には契約保証金を免除する。

１７ 失格

次のいずれかに該当する場合には失格となることがある。

⑴ 提出書類等が本実施要領の提出方法に適合しない場合

⑵ 提出書類等が本実施要領に示された条件に適合しない場合

⑶ 提出書類が受付期間又は提出期限までに提出されない場合

⑷ 虚偽の内容が記載されている場合

⑸ 評価の公平性を害する行為があった場合

⑹ 「４ 参加者の構成」の構成要件又は「５ 参加資格要件」に示す参加資格要件を欠くこ

ととなった場合

⑺ その他本実施要領に違反すると認められた場合

１８ その他

⑴ 提出書類の作成、提出その他提案に係る一切の費用は、提案者の負担とする。

⑵ 参加者が１者であっても本プロポーザル方式を実施するが、適切な提案がない場合は、受

託候補者該当なしとすることがある。


